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１面
互いに支えあい共に育ちあって暮らす
荏原第三地区では、今年度新たな試みで区民まつりと防災訓練を同時開催しました。このイベントには町会だけでなく、多くの地域団体の方々が運営に参加してくださいました。今回は参加団体のひとつ、子どものあずかり保育などを行っているNPO法人「昭和通りおばちゃんち」を紹介します。
「昭和通りおばちゃんち」は、親子で遊びに来ることができる「親子ひろば」や、未就学児のお子さんのあずかり保育を行っている、子育て交流ルームです。「近所のおばちゃんの家」のような親しみやすさを持って、地域の人たちが、子どもや親子をあたたかく見守るまちを作っていきたい、という想いで活動しています。
あずかり保育は、月曜日から土曜日の9時から17時の間で、希望に応じた時間で利用できます。少人数の子ども１人１人に、おばちゃんたちが丁寧に関わっています。また、毎週月曜日10時から15時は、「親子ひろば（しょうちゃんち）」の時間です。親子で一緒に過ごすことができるので、子どもの遊びを見守りながら、ママパパやおばちゃんたち、みんなでおしゃべりしたり、手遊びしたり、ゆったりとした時間を過ごしています。
おばちゃんたちは、子どもの育ちを一緒に見守る仲間です。昭和通りおばちゃんちは、親子や小学生、地域の人みんなにとって、居心地のいい場所になれたらいいな、と思っています。
ぜひ気軽に遊びに来てください。
ふれあいの家　おばちゃんち　しみずみえ
住所　品川区 西なかのぶ 2-18-1

２面
自転車の違反に青切符導入！免許はなくてもドライバー
令和8年4月1日から、自転車の交通反則通告制度が適用されます。知らないとあなたも罰則される可能性があります！
今回は、新しい自転車の交通ルールや正しい乗り方についての特集です。

今までと何が変わる？
16歳以上の自転車運転者が青切符の対象になり、違反すると反則金（3,000円〜12,000円程度）を支払います。
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。自転車の運転者（16歳以上）がした一定の違反が青切符（交通反則通告制度）の対象となります。
例えば、「自転車も車道をひだりがわ通行」、「信号・一時停止を守る」等です。

どうして対象に？
東京都内では自転車関連の交通事故が増加しており、全交通事故に占める自転車関連事故や、自転車と歩行者の事故件数も増加しています。さらに、交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情等も多く寄せられています。
警視庁では交通違反をする自転車利用者に対する指導警告を強化するとともに、悪質性・危険性の高い違反については取締りを実施しています。

青切符とは？
「青切符」とは、交通反則通告制度のことです。交通反則通告制度とは、運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。比較的軽微な交通違反に対して、青切符が交付されます。2026年（令和８年）４月１日から、自転車にも交通反則通告制度が適用されます。
令和６年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約４分の３には自転車側にも法令違反があります。自転車も車両の仲間と認識し、青切符の導入により、自転車の交通ルールの遵守を図ります。
悪質な場合は、自動車免許停止処分になることも！
詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。

３面
え。これも違反！？意外な違反行為トップファイブランキング
1位　一時不停止　反則金5,000円
車道を走ることになって意外と見落としがちなのが停止線。自転車だからって止まる必要はないと思っていませんか？
一時停止標識等のある交差点では、停止線がある場合はその直前で、停止線がなければ交差点の直前で一時停止しなければなりません。
青切符の対象となるため、注意して運転しましょう。

2位　スマホのながら運転　反則金12,000円
時間を知りたい時や通知がきた時、ついスマートフォンを見てしまう方は多いのではないでしょうか。一瞬といえども、違反行為となり青切符の対象です。
また、イヤホンで大音量を流しながらの運転は周囲の音が聞こえず、自動車や歩行者の動きに気づけなくなるため、やめましょう。

４面
3位　逆走  イコール  車道の右側通行　反則金6,000円
自転車の走行時は必ずひだりがわ通行を心がけましょう！一方通行の道路も車と同じルールです。ただし、補助標識に、「自転車除く」とあれば通行可能です。
逆走は、駐車車両等がある時や、見通しの悪いカーブで対向車から自転車が見えない時に正面衝突する危険があります。自転車は歩行者と同じルールではありませんので気を付けましょう。

4位　傘差し運転　反則金5,000円
傘を差しての運転は、自転車のハンドルやブレーキの操作が難しくなり、バランスを崩しやすく非常に危険です。雨の日はカッパなどを着て運転しましょう。

5位　歩道通行　反則金6,000円
自転車は「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。そのため、13～69歳以外の人は原則、車道を通行しなければなりません。しかし、著しく交通量が多い時、道路工事中や連続した駐車車両がある場合には歩道を通行できるなど一部例外はあります。
また、並走も青切符の対象となりますので気を付けましょう。
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